
 

     規  則  名 

 

      理    由 

 

                    要          旨 

 

 奈良県教育委員会所属職

員服務規程の一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会事務局の組織

改正等に伴い、所要の改正

をしようとするものである

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 企画管理室の名称変更 

  教育委員会事務局の組織改正に伴い、企画管理室長を総務課長に改

める。 

（第３条の３、第４条、第８条の３、第１０条、第１２条、第１５条、 

第１９条、第２０条、第２１条、第１号様式、第１号様式の２、 

第１号様式の３、第１号様式の４及び第１５号様式） 

 

２ その他所要の規定の整備を行う。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日から施行する。  

 



奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第 

 

号 

事 

務 

局 

一 

般 
 

学
校
以
外
の
教
育
機
関 

 

 

奈
良
県
教
育
委
員
会
所
属
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
一
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令

甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和 

年 

月 

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

吉 

田 

育 

弘 

 

本
則
中
「
企
画
管
理
室
長
」
を
「
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

七 

総
務
事
務
シ
ス
テ
ム 

電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
、
職
員
の
人
事
、
給
与
、
福
利
厚
生
等
に
関

す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
奈
良
県
総
務
部
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
（
以
下
「
総
務

厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
」
と
い
う
。
）
が
管
理
す
る
も
の
を
い
う
。 

 

第
十
条
中
「
（
以
下
「
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
一
号
様
式
か
ら
第
一
号
様
式
の
四
及
び
第
十
五
号
様
式
中
「
企
画
管
理
室
長
」
を
「
総
務
課
長
」

に
改
め
る
。 



 
奈
良
県
教
育
委
員
会
所
属
職
員
服
務
規
程
等
の
一
部
改
正
（
案
）
新
旧
対
照
表 

                                       

改 
 
 

正 
 
 

案 

（
定
義
） 

第
三
条 

略 

 

一
～
六 

略 

七 

総
務
事
務
シ
ス
テ
ム 
電
子
計
算
機
を
利
用
し

て
、
職
員
の
人
事
、
給
与
、
福
利
厚
生
等
に
関
す

る
事
務
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
奈
良
県
総
務

部
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
（
以
下
「
総
務
厚
生

セ
ン
タ
ー
所
長
」
と
い
う
。
）
が
管
理
す
る
も
の

を
い
う
。 

八 

略 

  

（
遅
出
勤
務
） 

第
三
条
の
三 

十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
勤
務
時
間
条
例

第
四
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も

の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
る
職

員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
、
総
務
課

長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
勤
務

時
間
の
割
振
り
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
う
ち
承
認
を
受

け
た
特
定
の
曜
日
に
つ
い
て
は
、
午
前
八
時
四
十
五

分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
又
は
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
四
十
五
分
ま
で
と
す
る
。 

２ 

略 

３ 

第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
振
り
に
よ

る
勤
務
（
以
下
「
遅
出
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
し
よ

う
と
す
る
職
員
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
教
育
長

が
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
遅
出
勤
務
請
求
書
（

第
一
号
様
式
）
）
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
課
長

に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
も
の
と
す
る

。 

４ 

総
務
課
長
は
、
第
一
項
の
承
認
を
し
た
場
合
に
は

、
職
員
に
遅
出
勤
務
承
認
証
（
第
一
号
様
式
の
二
）

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

現 
 
 
 
 

行 

 

（
定
義
） 

第
三
条 

略 

 

一
～
六 

略 

七 

総
務
事
務
シ
ス
テ
ム 

奈
良
県
教
育
委
員
会
行

政
文
書
管
理
規
程
第
一
条
の
二
第
四
号
に
規
定
す

る
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

    

八 

略 

  

（
遅
出
勤
務
） 

第
三
条
の
三 
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
勤
務
時
間
条
例

第
四
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も

の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
る
職

員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
、
企
画
管

理
室
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の

勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
う
ち
承
認

を
受
け
た
特
定
の
曜
日
に
つ
い
て
は
、
午
前
八
時
四

十
五
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
又
は
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時
四
十
五
分
ま
で
と
す
る
。 

２ 

略 

３ 

第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
振
り
に
よ

る
勤
務
（
以
下
「
遅
出
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
し
よ

う
と
す
る
職
員
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
教
育
長

が
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
遅
出
勤
務
請
求
書
（

第
一
号
様
式
）
）
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
企
画
管
理

室
長
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

４ 

企
画
管
理
室
長
は
、
第
一
項
の
承
認
を
し
た
場
合

に
は
、
職
員
に
遅
出
勤
務
承
認
証
（
第
一
号
様
式
の

二
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



                                        

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 

５ 
略 

６ 

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
職
員
は
、
第
四
項
の
遅

出
勤
務
承
認
証
を
紛
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は

、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
教
育
長
が
定
め
る
職
員
に

あ
つ
て
は
、
遅
出
勤
務
承
認
証
紛
失
届
・
再
交
付
願

（
第
一
号
様
式
の
三
）
）
に
よ
り
総
務
課
長
に
届
け

出
て
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

７ 

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
職
員
は
、
遅
出
勤
務
の

必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
承
認
を
受
け
た
期
間

を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
総 

 

務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
教
育
長
が
定
め
る
職
員
に
あ
つ

て
は
、
養
育
状
況
等
変
更
届
（
第
一
号
様
式
の
四
）

）
に
よ
り
総
務
課
長
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
第
四

項
の
遅
出
勤
務
承
認
証
を
総
務
課
長
に
返
還
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
出
勤
簿
の
記
録
等
） 

 

第
四
条 

略 

 

２ 

略 

 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
方
法
に
よ
り
職
員
の
出
勤
状

況
を
管
理
す
る
課
長
等
又
は
教
育
機
関
の
長
は
、
次

の
各
号
の
区
分
に
従
い
、
出
勤
簿
を
整
理
し
、
職
員

の
出
勤
状
況
に
つ
い
て
毎
月
及
び
一
暦
年
に
つ
き
一

回
出
勤
状
況
報
告
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
毎
月

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
翌
月
五
日
ま
で
に
、
一
暦

年
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
翌
年
の
一
月
二
十
日
ま

で
に
総
務
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
深
夜
勤
務
等
の
制
限
） 

 

第
八
条
の
三 

略 

 

２ 

略 

 

３ 

所
属
長
は
、
第
一
項
の
請
求
を
認
め
た
場
合
及
び

前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
は
、
総
務
課
長
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

５ 

略 

６ 

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
職
員
は
、
第
四
項
の
遅

出
勤
務
承
認
証
を
紛
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は

、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
教
育
長
が
定
め
る
職
員
に

あ
つ
て
は
、
遅
出
勤
務
承
認
証
紛
失
届
・
再
交
付
願

（
第
一
号
様
式
の
三
）
）
に
よ
り
企
画
管
理
室
長
に

届
け
出
て
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

７ 

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
職
員
は
、
遅
出
勤
務
の

必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
承
認
を
受
け
た
期
間

を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
総

務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
教
育
長
が
定
め
る
職
員
に
あ
つ

て
は
、
養
育
状
況
等
変
更
届
（
第
一
号
様
式
の
四
）

）
に
よ
り
企
画
管
理
室
長
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、

第
四
項
の
遅
出
勤
務
承
認
証
を
企
画
管
理
室
長
に
返

還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
出
勤
簿
の
記
録
等
） 

 

第
四
条 

略 

 

２ 

略 

 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
方
法
に
よ
り
職
員
の
出
勤
状

況
を
管
理
す
る
課
長
等
又
は
教
育
機
関
の
長
は
、
次

の
各
号
の
区
分
に
従
い
、
出
勤
簿
を
整
理
し
、
職
員

の
出
勤
状
況
に
つ
い
て
毎
月
及
び
一
暦
年
に
つ
き
一

回
出
勤
状
況
報
告
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
毎
月

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
翌
月
五
日
ま
で
に
、
一
暦

年
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
翌
年
の
一
月
二
十
日
ま

で
に
企
画
管
理
室
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

   

（
深
夜
勤
務
等
の
制
限
） 

 

第
八
条
の
三 

略 

 

２ 

略 

 

３ 

所
属
長
は
、
第
一
項
の
請
求
を
認
め
た
場
合
及
び

前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
は
、
企
画
管
理
室
長
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 



                                        

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 

第
十
条 
所
属
長
は
、
職
員
が
欠
勤
す
る
場
合
又
は
七

日
以
上
の
期
間
に
わ
た
つ
て
休
暇
等
に
よ
り
出
勤
し

な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り

、
総
務
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（

平
成
七
年
三
月
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
別
表

第
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
奈
良
県
総
務

部
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
を
経
由
し
て
総
務
課
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

 

（
着
任
） 

 

第
十
二
条 

略 

 

２ 

前
項
の
職
員
は
、
着
任
後
五
日
以
内
に
履
歴
書
（

第
十
一
号
様
式
）
を
課
長
等
又
は
教
育
機
関
の
長
を

経
て
、
総
務
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   
 

（
履
歴
事
項
変
更
の
届
出
） 

 

第
十
五
条 

職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
教
育
長
が
定

め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
履
歴
事
項
異
動
届
（
第
十

二
号
様
式
）
）
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
総
務
厚
生
セ

ン
タ
ー
所
長
を
経
由
し
て
、
総
務
課
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届

出
が
氏
名
の
変
更
又
は
居
住
所
の
異
動
に
係
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一
～
三 

略 

 

２ 

職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
教
育
長
が
定
め
る
職

員
に
あ
つ
て
は
、
履
歴
事
項
異
動
届
（
第
十
二
号
様

式
）
）
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
総
務
課
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

一
～
三 

略 

 

第
十
条 

所
属
長
は
、
職
員
が
欠
勤
す
る
場
合
又
は
七

日
以
上
の
期
間
に
わ
た
つ
て
休
暇
等
に
よ
り
出
勤
し

な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り

、
企
画
管
理
室
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規

則
（
平
成
七
年
三
月
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）

別
表
第
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
奈
良
県

総
務
部
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
（
以
下
「
総
務
厚

生
セ
ン
タ
ー
所
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
企
画

管
理
室
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
着
任
） 

 

第
十
二
条 

略 

 

２ 
前
項
の
職
員
は
、
着
任
後
五
日
以
内
に
履
歴
書
（

第
十
一
号
様
式
）
を
課
長
等
又
は
教
育
機
関
の
長
を

経
て
、
企
画
管
理
室
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

   

（
履
歴
事
項
変
更
の
届
出
） 

 

第
十
五
条 

職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
教
育
長
が
定

め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
履
歴
事
項
異
動
届
（
第
十

二
号
様
式
）
）
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
総
務
厚
生
セ

ン
タ
ー
所
長
を
経
由
し
て
、
企
画
管
理
室
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
届
出
が
氏
名
の
変
更
又
は
居
住
所
の
異
動
に
係
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類

を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

一
～
三 

略 

 

２ 

職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
教
育
長
が
定
め
る
職

員
に
あ
つ
て
は
、
履
歴
事
項
異
動
届
（
第
十
二
号
様

式
）
）
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
企
画
管
理
室
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

  

一
～
三 

略 



                                      

二 

奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
） 

  

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 

 

（
交
付
） 

第
十
九
条 

職
員
証
及
び
職
員
き
章
は
、
そ
の
者
が
職

員
と
な
つ
た
と
き
に
交
付
し
、
そ
の
者
が
職
員
で
な

く
な
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
総
務
課
長
に
返
還
す

る
（
職
員
証
又
は
職
員
き
章
を
紛
失
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
職
員
証
・
職
員
き
章
紛
失
届
（
第
十
五
号

様
式
）
に
よ
り
届
け
出
る
。
）
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

職
員
は
、
職
員
証
又
は
職
員
き
章
を
紛
失
し
又
は

損
傷
し
た
と
き
は
、
職
員
証
・
職
員
き
章
再
交
付
願

（
第
十
五
号
様
式
）
に
、
職
員
き
章
の
場
合
に
あ
つ

て
は
実
費
を
添
え
て
総
務
課
長
に
願
い
出
て
、
そ
の

再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

（
職
員
証
の
訂
正
） 

 

第
二
十
条 

職
員
は
、
職
員
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を

生
じ
た
と
き
は
、
課
長
等
又
は
教
育
機
関
の
長
を
経

て
、
総
務
課
長
に
届
け
出
て
、
職
員
証
の
訂
正
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

（
職
員
証
の
整
理
） 

 

第
二
十
一
条 

総
務
課
長
は
、
職
員
証
及
び
職
員
き
章

整
理
台
帳
（
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
交
付
及
び
返

納
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 
 

 

（
交
付
） 

 

第
十
九
条 

職
員
証
及
び
職
員
き
章
は
、
そ
の
者
が
職

員
と
な
つ
た
と
き
に
交
付
し
、
そ
の
者
が
職
員
で
な

く
な
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
企
画
管
理
室
長
に
返

還
す
る
（
職
員
証
又
は
職
員
き
章
を
紛
失
し
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
職
員
証
・
職
員
き
章
紛
失
届
（
第
十

五
号
様
式
）
に
よ
り
届
け
出
る
。
）
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

職
員
は
、
職
員
証
又
は
職
員
き
章
を
紛
失
し
又
は

損
傷
し
た
と
き
は
、
職
員
証
・
職
員
き
章
再
交
付
願

（
第
十
五
号
様
式
）
に
、
職
員
き
章
の
場
合
に
あ
つ

て
は
実
費
を
添
え
て
企
画
管
理
室
長
に
願
い
出
て
、

そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
職
員
証
の
訂
正
） 

 

第
二
十
条 

職
員
は
、
職
員
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を

生
じ
た
と
き
は
、
課
長
等
又
は
教
育
機
関
の
長
を
経

て
、
企
画
管
理
室
長
に
届
け
出
て
、
職
員
証
の
訂
正

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
職
員
証
の
整
理
） 

 

第
二
十
一
条 

企
画
管
理
室
長
は
、
職
員
証
及
び
職
員

き
章
整
理
台
帳
（
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
交
付
及

び
返
納
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 



改　　正　　案 現　　　　　行



改　　正　　案 現　　　　　行



改　　正　　案 現　　　　　行



改　　正　　案 現　　　　　行



改　　正　　案 現　　　　　行


